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Ⅰ は じ め に

本稿は，筆者が想定している一連のグローバル・コンバージェンスと会計教育との関

係についての実験比較制度分析プロジェクトのファーストステップとして，現状におけ

る会計教育制度を巡る動向を整理するとともに，今後の研究上の方向性を検討するもの

である。

まず第Ⅱ節では，プロジェクトの全体像について述べる。ここでは，グローバル・コ

ンバージェンスと会計教育とをリンケージさせるカギとして，エンフォースメントと制

度的補完性という概念が重要になる。次に第Ⅲ節では，職業的会計士に対する会計教育

制度に関する全体の地図を作りつつ，日本の会計教育の現状を相対化する作業を行う。

そこではいくつかの問題点が洗い出される。そして第Ⅳ節では，前節の整理を承けるか

たちで，会計教育制度のエッセンスを抽出しモデル化する作業を行う。最後に第Ⅴ節で

は，本稿のまとめを行う。

Ⅱ グローバル・コンバージェンス問題の実験比較制度分析

本節では，あとの議論の前提として，筆者が想定しているプロジェクトの全体像を示

すことにする。まず，Ⅱ−1では，グローバル・コンバージェンス問題と制度的補完性

およびエンフォースメントについて述べる。そこでは，グローバル・コンバージェンス

問題において，会計教育が重要となることが明らかにされる。次にⅡ−2では，筆者が

依拠する実験比較制度分析という手法の概要と，そのような手法をとる必然性について
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述べる。

Ⅱ−1 グローバル・コンバージェンス問題と会計教育とのリンケージ：制度的補完性と

エンフォースメントとをカギとして

近年の国際会計基準（IFRS : the International Financial Reporting Standard）を軸とす

るコンバージェンスないしアドプションの問題（以下，これを単に「グローバル・コン

バージェンス問題」と略す）は，現在の会計研究において最重要課題の 1つであり，ま

たその是非については賛否両論ある。この問題に対して，これまで筆者は，ゲーム理論

と実験経済学とを融合した実験比較制度分析（Aoki 2001，川越 2010，田口 2011 ; 2012

c ; 2012 d，田口・上條 2012）という新しい手法を用いてアプローチしてきている。具

体的には，まず田口（2009）において，「国際会計基準のジレンマ（the dilemma of

IFRS）」（パレート最適なコンバージェンスは各国間の「不公平」をもたらし，また，

逆に各国にとり「公平」なコンバージェンスはパレート非効率な状況をもたらしてしま

うこと，および，後者のみが，長期的に安定した均衡となること）をゲーム理論により

示すと共に，田口（2011）および Taguchi et al.（2013）において，上記の仮説を経済実

験により検証し，ある条件下では，そもそもパレート最適でも，「公平」でもない状況

（各国が自国基準を採り続け，会計基準を相手に合わせようとしない状況）に各国の行

動が収束してしまうという理論の予想とは異なる「意図せざる帰結」の可能性を示して

いる。

このように，現在の国際会計基準へのコンバージェンスの問題は，長期的には，不安

定さを内包しているように思われるが，そうであれば逆に，グローバルな会計基準のコ

ンバージェンスを安定的に進めていくには，一体どのような条件が必要となるのか（ど

のような条件が欠けていれば，コンバージェンスは安定的に進まないのか）という素朴

な疑問も湧いてくる。ここでカギとなる概念は 2つある。1つは制度的補完性

（institutional complementarity），もう 1つはエンフォースメント（enforcement）である。

まず第 1に重要になるのは，制度的補完性という概念である。ここで，制度的補完性

とは，経済システムを複数のサブシステムの集合体と捉える場合，あるサブシステムが

他のサブシステムの機能を支える補完的性質を指す概念をいう。より具体的には，複数

の制度の間に，一方の制度の存在・機能によって他方の制度がより強固なものになって

いるという関係性や，1つの経済の中で一方の制度の存在が他方の制度の存在事由とな

っているような関係性が見られる場合，当該関係性を制度的補完性という（Aoki 2001，

青木・奥野編 1996）。ゲーム理論的に言えば，あるプレイヤーがあるドメイ
1

ンでゲーム
────────────
１ ドメインとは，ゲームのプレイヤーの集合，ないしゲームのプレイヤーが選択できる物理的に実現可能
な行動の集合をいう（Aoki 2001）。
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をプレイし，当該ドメインでの戦略を選択する場合，当該選択に当たって別のドメイン

で生成された制度をパラメータとして参照することにより，あるドメインで生じた均衡

が，別のドメインで生じる均衡の原因となるような状態をい
2

う。

この制度的補完性を考慮すると，グローバル・コンバージェンス問題は単に会計基準

だけの問題ではないということが理解できる。Wysocki（2011）は，会計基準は，それ

単体で成立するわけではなく，様々な他の明示的・非明示的な制度との関係性の中で初

めて成立するものであるから，グローバル・コンバージェンス問題は，そのような他の

制度やドメインとの関係性の中で考えなければならない旨を述べている（なお，そのよ

うなアプローチを，Wysocki（2011）は，NIA（New Institutional Accounting）と呼んで

いる）。

そこで次に検討すべきなのは，制度的補完性で重視すべき「他の制度」ないし「他の

ドメイン」とは何かということである。この点については，様々なものが考えられる

が，特に長期的・安定的にコンバージェンスを達成するためには，会計基準のエンフォ

ースメントに関する制度，そして，エンフォースメントの中心的プレイヤーであるとい

える職業的会計士に係る教育制度が，重視すべき「他の制度」のひとつとして挙げられ

るかもしれない。すなわち，グローバルな会計基準を実際に各国に安定的に定着させて

いくためには，誰が IFRS に強制力を付与し，また，それをどのように各国内の企業に

遵守させるかというエンフォースメントに関する仕組みが重要な鍵となって
3, 4

くる。そし

て，会計基準のエンフォースメントにおいては，様々なプレイヤーの存在が想定される

が，中でも職業的会計士は，事前の制度設計においても，また事後の制度運用において

も，極めて重要なプレイヤーといえる。よって，この職業的会計士をどのように育てる

か，どのように戦略的に教育を展開していくか（戦略的な職業的会計士教育）が，エン

フォースメントをより効率的かつ効果的に進めていくための，ひいてはグローバルな会

計基準のコンバージェンスを長期的・安定的に進めていくことへのひとつのカギとなる

だろう。そしてそうであれば，会計基準のコンバージェンスを進めていくため
5

の職業的
────────────
２ 説明の便宜のため，両ドメイン間での均衡決定の時間的なラグを想定したが，厳密には同時決定的な状
態を想定する。つまり，両ドメインの均衡が，それぞれ相手ドメインの均衡の原因でもあり結果でもあ
るような状態である。

３ なお，会計基準のエンフォースメントそのものについてのより包括的な分析については，別稿を予定し
ている。

４ 田口（2012 a）では，この問題のひとつの解決として，ゲーム理論でいう相関均衡を用いた新たなアイ
ディアを提示しているが，本稿では紙面の都合により，この点については言及しない。

５ なお，このように書くからと言って，筆者がコンバージェンスに肩入れをしているのかというと，決し
てそういう訳ではない（そのような議論とは次元が異なるものである（し，また筆者はむしろコンバー
ジェンスに対して否定的である））という点にはくれぐれも留意されたい。すなわち，本研究の主眼は，
規範的にコンバージェンスを推奨することを目的とするものでも，コンバージェンス反対を声高に叫ぶ
ことを目的とするものでも，どちらでもない。つまり，本研究はそのような規範的な議論とは一線を画
するものである。むしろ，筆者の関心事は，このような（是非の）「議論」から一歩身を引いて，客観
的にコンバージェンスの顛末を分析・予測することにある。
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会計士に対する戦略的な会計教育のあり方を分析することは，ひとつ重要な作業といえ

よ
6

う。

Ⅱ−2 方法論の選択：実験比較制度分析

なお，このような職業的会計士に対する会計教育のあり方については，これまでも多

くの先行研究において論じられてきたところであるが，「印象論」や「あるべき論」が

多く語られることはあっても，定量的・客観的なデータに基づいた分析は，特に日本に

おいては，あまりなされてこなかったように思われ
7

る。しかしながら，人間の意思決定

においては，数々の心理バイアスが存在することがこれまで明らかにされていることか

ら（Kahneman and Tversky 1979, Kahneman 2011等），職業的会計士がどのような意思

決定を行い，またそこにどのような心理バイアスがあるのかを実証的に捉えた上で，会

計教育のあり方を論じる必要があるだろう。また，多くの先行研究によれば，一般人の

意思決定プロセスと職業的会計士の意思決定プロセスは異なるということも明らかにさ

れているため（Bonner 2008等），このような差異も実証的に捉えた上で，会計教育の

あり方を論じる必要があろう。更に言えば，人間の意思決定は，意思決定の前提条件

（規制等）や文化の違いなどにも影響を受けることから，会計教育のあり方も，各国の

会計規制や文化の違いなどに影響を受けることが予想される。つまり，最適な会計教育

戦略は，国ごとないし文化圏ごとに異なる可能性がある。そしてそうであれば，長期的

には，そのような文化や規範の多様性なども考慮に入れた比較検討を行う必要もあるだ

ろう。

このように考えると，職業的会計士に対する会計教育のあり方を，グローバル・コン

バージェンス問題との関係で捉えようとするならば，まず①人間心理に踏み込んだ分析

が必要となるし，また②各国ごとの多様な，そして，明示的・非明示的な制度や慣習・

規範などの存在を踏まえた分析が必要となるだろう。

そして，①と②を踏まえた分析のためには，結論的には筆者は，実験経済学ないし実

験ゲーム理論（Camerer 2003）と比較制度分析（Aoki 2001）とを融合した実験比較制

度分析という手法が有効であると考える。

────────────
６ 柴編（2012 ; 2013）は，同じような問題意識のもと，各国の IFRS 教育の比較検討やあり得べき IFRS
教育の試案提示を行なっており，大変興味深い。また，高田橋（2011）は，オーストラリアの事例を踏
まえ，IFRS 教育について分析を行っている。本稿は，このような先行研究と相互補完の関係にあるこ
とは言うまでもない。

７ 但し，欧米の会計教育研究を見ると，必ずしもそうとはいえない。菅原（2013）に示されるとおり，特
にサーベイ調査を用いた会計教育に関する実証研究は数多く存在する。しかしながら，このようなサー
ベイ調査を用いた研究には，特に内的妥当性の点において限界があると筆者は考えている。この点につ
いては，内的妥当性のより高い実験研究との比較が重要となる（なお，管理会計領域であるが，実験と
サーベイ調査の比較検討をしている田口 2013等をあわせて参照されたい）。
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ここで，上記①と②のために，実験比較制度分析が有効である理由を確認してお
8

く。

それは 2つある。第 1に，比較制度分析では，ある社会の仕組みを，ゲーム理論を用い

て抽象的に，かつ多くの選択肢の中の一つとして捉えるため，制度比較（および多様な

制度のもとでの多様なプレイヤーの行動の比較）が容易になしうるという点である。こ

れは上記②と関連する。たとえば，複数の経済システムが存在しこれらを比較するとし

て，結局何がその決定的な違いなのかを比較するのは困難な場合が多い。しかしなが

ら，ゲーム理論を用いて，この問題のエッセンスを捉えることでそれが可能となるし，

またそのことによりそれぞれのシステムがもたらす経済的帰結の予測も可能となる。勿

論，会計教育においてもそれは同様であるから，このような分析の重要性が理解でき

る。また第 2の理由は，心理・経済実験によって，人間心理の奥底にまで斬り込んだ分

析が可能となるという点である。これは，①と②の両方に関連する。すなわち，たとえ

ばアーカイバル型の実証研究では，上記のような問題に接近しようとする際，そもそも

データをどのように収集するかという点で大きな困難に直面するし，人間心理や個々人

の意思決定などを細かに分析することなども難しい。しかしながら，実験により仮想的

な「仕組み」を構築し，それらを比較することで，我々は，そこにおける人間の振る舞

いや心理にまで踏み込んだ分析が可能となるのである。勿論，会計教育を巡っても様々

な仕組みが存在し，また様々なプレイヤーが存在することから，ある教育の「仕組み」

における各プレイヤーの振る舞いや心理にまで踏み込んだ分析を行うことが可能とな
9

る。

以上の点を踏まえると，グローバル・コンバージェンス問題と会計教育との関係を分

析するにあたって，実験比較制度分析が重要であることが理解できるだろう。

Ⅲ 職業的会計士に対する教育制度の論点整理と日本の現
10

状

前節で確認したとおり，グローバル・コンバージェンス問題に当たり，ひとつ大きな

鍵となるのは，会計規制や会計実務の主要プレイヤーである職業的会計士に対す
11

る教育
────────────
８ 以下の記述は，田口・上條（2012），ないし，田口（2012 d）による。
９ なお，このような人間の振る舞いや心理に踏み込んだ分析が可能となる点で，実務へのフィードバック
やインプリケーションも，これまでの研究以上に豊かになる可能性を秘めているという点は重要であ
る。

１０ 以下，本節で日本の会計教育制度に関連する箇所は，主に柴編（2007 ; 2012 ; 2013），および，町田・
松本編（2012）などを参照している。

１１ なお，一口に会計教育といえども，その取り扱う範囲は非常に広いが，本稿では，その問題意識から，
職業的会計士を巡る会計教育に限定して議論を進めることにする。つまり，「誰に対する教育か（誰に
教えるか）」という点に関しては，本稿では，職業的会計士を目指す者ないし職業的会計士に対する教
育を前提に，以下議論を進めることにする。よって，いわゆる一般教養としての簿記会計や，職業的会
計士を目指すことを企図していない学生への教育については，本稿では取り扱わない。この点について
は，水谷（2013）等を参照。
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であることが理解できるが，しかしここで，たとえば日本の状況を眺めてみると，それ

は必ずしも良好な状態とはいえないように思われる。そこで本節では，職業的会計士の

教育制度を巡る論点を整理するとともに，日本の現状ないし立ち位置を確認することに

する。まずⅢ−1では，日本の制度をいったん離れ，そもそも職業的会計士に対する会

計教育はどのように整理することが出来るのか，全体像の確認を行
12

い，Ⅲ−2以降で，

個々の論点について主に日本の制度を対象にして概観することにする。

Ⅲ−1 職業的会計士に対する会計教育の全体像

Ⅲ−1−1 教育のタイミングと教育する主体

そもそも職業的会計士に対する会計教育は，「いつ行うのか（いつなされるか）」とい

うタイミングの問題を軸にすると，大きく 2つに分けることが出来る。第 1は，職業的

会計士にな
13

る前段階の教育であり，いわば「entry 段階での教育」といえる。これは，

主に資格試験制度（会計専門職大学院制度も含む）や試験合格直後・資格登録前の実務

補習所での教育を指す。第 2は，職業的会計士になった後の継続的な教育であり，いわ

ば「continue 段階での教育」といえる。これは主に，職業的会計士への継続的専門研修

制度（日本では CPE（Continuing Professional Education）と呼ばれている）などを指す。

これらについて，たとえば，IFAC（2009）も，第 1の点を IPD（Initial Professional

Development），第 2の点を CPD（Continuing Professional Development）と呼び，両者を

いったん峻別することを推奨している。よって本稿でも，このタイミングの問題をひと

つのカギとして検討を進める。

他方，職業的会計士に対する会計教育は，「誰が職業的会計士（および職業的会計士

候補者）に教育するのか」という教育する主体の問題を軸にすると，理論的には大きく

3つに分けることが出来る。第 1は，大学や専門職大学院などの高等教育機関である。

第 2は，職業的会計士の専門職団体（会計士協会などの自主規制機関）である。第 3

は，金融庁など資本市場を規制する国家・政府主体（国家・政府規制機関）である。こ

の教育主体と教育タイミングとの関係を図示すると，図表 1のようになる。

図表 1のように，理論的には，職業的会計士に対する会計教育は，教育のタイミング

と教育する主体とで 6つのカテゴリーに分類することが出来る。

このような整理を前提とすると，日本の職業的会計士に対する会計教育は，マトリク

スのⅠ（試験合格前の大学や会計専門職大学院での会計教育）とⅢ（試験合格直後・資
────────────
１２ 但し，本稿は，日本の会計教育の網羅的な「解説」を企図したものではないので，制度や実務の詳細な

点に立ち入ることはせず，あくまであとの議論に関係するところのみを概略的に論じることにする。
１３ なお，重要論点の 1つとして，どの段階で職業的会計士に「なる」「なった」のかという点は，資格の

登録制度と関連して重要な問題であるが，ここでは特に厳密な定義を与えず議論を進める。この点は別
稿を予定している。
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格登録前段階における会計教育研修機
14

構（JFAEL : Japan Foundation for Accounting

Education & Learning）による実務補習），および，Ⅳ（日本公認会計士協会による CPE

制度）の組み合わせにより制度設計がなされていることが理解できる。

Ⅲ−1−2 社会的選択（会計教育制度設計の戦略的ポートフォリオ）

上記の整理を踏まえると，次に問題となるのは，これら 6つのカテゴリーの社会的選

択ないしウェイト付けの問題である。すなわち，上記のカテゴリーをどのように選択し

組み合わせ，ウェイト付けていくのか，という社会全体における政策決定の問題を考え

る必要がある（会計教育制度設計の戦略的ポートフォリオ構築）。また，日本以外の国

の会計教育制度では，どのような選択・組み合わせとウェイト付けがなされているのか

という素朴な疑問も湧いてくる。

ここでは特に，タイミングの問題に焦点をおいてみよう。この点に関連して，たとえ

ば，町田（2012）は，資格取得前に力点があるのか，それとも資格取得後に力点がある

のかという資格取得前後の政策的なウェイト付けについて，以下のような整理を行って

いる。

「同図表のような各国の試験・資格制度は，多様な形態をとっているものの，概ね

欧州型とアメリカ型に分けて考えることが出来るように思われる。欧州では，ドイ

ツに典型的なように，会計事務所等での実務経験を経ながら，実務の中で徐々に選

別が行われ，試験を受けて資格を取得していくことを想定していると考えられるの

に対して，アメリカでは，試験は会計事務所での勤務とは独立に存在しており，比

較的，試験も合格率が高い状況にあって，資格を取得した後の競争の中で選別が図

られていくものと解される。」（町田（2012, p.7）。但し，下線は田口）

すなわち，町田（2012）は，会計教育と資格取得との関係について，資格取得前（の
────────────
１４ 日本では，従来は日本公認会計士協会が実務補習を行っていたが，平成 21年に日本公認会計士協会が

中心となり教育財団である会計教育研修機構が設立され，以降は当該財団が中心となって実務補習を行
っている。このような設立経緯から考えると，会計教育研修機構による実務補習は，大きくは専門職団
体のカテゴリーと考えることが出来る。

図表 1 職業的会計士に対する会計教育のタイミングと教育主体

教育のタイミング

事前（IPD : Initial
Professional Development）

事後（CPD : Continuing
Professional Development）

教育する
主体

高等教育機関（大学・専門職大学院） Ⅰ Ⅱ

専門職団体（会計士協会等の自主規制機関） Ⅲ Ⅳ

国家・政府規制機関（金融庁等） Ⅴ Ⅵ
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教育と実務経験）に重きをおく「欧州型」（実務界錬成
15

型）と，資格取得後（の競争と，

それに勝ち抜くための教育）に重きをおいている「アメリカ型」（資格取得後競争
16

型）

とにそれぞれタイプ分けしている。このように，会計教育制度のウェイトの置き方は，

各国によってそれぞれ異なることが理解できる。タイプごとの特徴や利点・欠点につい

ての詳細な検討は，第Ⅳ節で行うことにする。

Ⅲ−1−3 職業的会計士の養成プロセスと量的問題

上記の教育ポートフォリオの問題と並行して政策的に重要なのは，合格者・採用人数

をどうするかという数の問題（量的問題）である。人数の問題は，会計教育の中身とは

直接関係しないが，しかし，職業的会計士養成の現実的な政策上は重要なファクターと

なるし，また，職業的会計士を志す側からすると，自身の合格率に大きく関連する（よ

って，そもそも職業的会計士を目指すかどうかという意思決定にも関係する）重要な要

因であるため，念のためここで整理しておこう。

この点に関連して，たとえば，橋本編（2009）は，専門職の養成プロセスは，以下の

図表 2のような 3段階から構成されると述べた上で，それぞれの数のギャップが生じや

すいことを指摘している。

すなわち，本来であれば，入学定員，合格者数，および新規採用数といった量的バラ

ンスが均衡した専門職養成プロセスの設計が求められるのであるが，実際には，これら

のバランスが崩れてしまう恐れもある。そして橋本編（2009）は，これらの入学定員，

合格数，新規採用数の決定については，「国家・政府」，「市場」（専門職団体・現場），

「高等教育機関」という 3つのアクターのパワーバランスが重要となることを指摘して

いる。

これを先の図表 1に当てはめてみると，まずこの議論は，マトリクスのⅠ（タイミン

グ：事前，教育する主体：高等教育機関）が前提となっていることが分かる。そこをス

タート地点として，それと資格試験制度の連携があり，また現場採用へと繋がるルート

────────────
１５ 「欧州型」でいう会計事務所（等での事前の実務経験）は，図表 1でいえばマトリクスⅢ（タイミン

グ：事前，教育主体：職業的団体）に位置づけることが出来る。
１６ 但し，「アメリカ型」においても，事前の会計教育を完全に無視しているわけではない。たとえば，米

国の多くの州は，米国の大学および大学院教育における会計科目等の履修単位の条件（いわゆる「150
単位ルール」）を課すことで，つまり，図表 1のマトリクスⅠを受験要件（受験の前提）とすることで，
会計士資格試験合格者の水準を確保している。但し，その活用法からは，積極的に事前の会計教育にウ
ェイトをおいているというのではなく，むしろ，業界の品質の最低ラインを確保するためのいわばセー
フハーバー的な役割としてマトリクスⅠを用いている，といえるかもしれない。

図表 2 専門職養成プロセスと量的問題

【大学】 →→→ 【資格試験制度】 →→→ 【現場採用】
（入学定員） （合格者数） （新規採用数）
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を描くことが出来る。つまり，会計教育制度として，図表 1のマトリクスⅠを採用して

いる場合（たとえば，後述する日本のように，アカウンティングスクールが存在し，か

つ，その単位や修了学位が資格試験の一部免除に関係するような場合等）には，図表 2

のプロセスが全て関係してくることになるが，他方，マトリクスⅠを制度として採用し

ていない場合は，図表 2の最初の「大学（入学定員）→資格試験制度（合格者）」の関

連は薄く，後半の「資格試験制度（合格者）→現場採用（新規採用数）」のフローのみ

が重要となる。

Ⅲ−2 資格取得とアカウンティングスクール：資格試験との接続の問題（マトリクス 1）

Ⅲ−1での議論を踏まえて，Ⅲ−2以降では，個別論点のエッセンスを整理しつつ，日

本の会計教育を巡る具体的な状況を概観してみよう。まずはじめに，Ⅲ−2では，アカ

ウンティングスクール（会計大学院，会計専門職大学院）を巡る問題について概観す

る。

日本のアカウンティングスクールは，図表 1のマトリクスのⅠ（タイミング：事前，

教育する主体：高等教育機関）としての役割を担っている。特に現行の公認会計士試験

では，アカウンティングスクールの単位と修了学位が，試験科目の一部免除要件となっ

ているため，資格試
17

験とも接続された制度設計になっている。この意味では，橋本編

（2009）の示す専門職の養成プロセス「大学（入学定員）→資格試験制度（合格数）→

現場採用（新規採用数）」という図表 2の 3段階ステップのうち，前半の「大学（入学

定員）→資格試験制度（合格数）」というフローについて検討しておく必要がある。つ

まり，入学定員（ないし修了者）と試験合格者数との関係である。

Ⅲ−2−1 高等教育機関と資格試験との接続問題：第 1のスクリーニング

ここで，アカウンティングスクールと資格試験との接続の問題について考えるため

に，まずその前提として，アカウンティングスクールだけでなく大学等も広く含めた高

等教育機関と資格試験との接続について整理する。純理論的には，その接続の形態に

は，図表 3のように，大きく 3つのタイプが考えられる。

まずタイプ 1は，高等教育機関の単位や学位と資格試験とが特に直接的に連動してい

ない「非連動型」である。これは，高等教育機関での単位や学位取得状況を，試験受験

の要件や試験免除要件等に入れ込まないというタイプの制度である。この場合は，先の

図表 1でいうマトリクスⅠを制度的には組み込まない設計になる。これは，極めてシン

プルな制度設計であるが，しかし反面，試験受験者ひいては試験合格者の最低限の質を

担保することが困難となるという欠点もある。

タイプ 2は，高等教育機関の単位や学位が資格試験の受験要件や科目免除と関連して
────────────
１７ なお，日本および他国の資格試験制度の概要については，町田（2012）に詳しい。
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タイプ 2：一部連動型

高等教育機関

その他

資格試験

タイプ 3：完全連動型

高等教育機関 資格試験

その他

タイプ 1：非連動型

高等教育機関 資格試験

○（バイパスあり）

×
（バイパスなし）

いるものの，それは必ずしも必須ではなく，高等教育機関の単位や学位がなくても受験

が可能（もしくは科目免除がなされる可能性もある）といういわゆるバイパス部分を残

した「一部連動型」である。たとえば，日本はこのタイプに属する。また，ドイツは，

（1）大学卒業，（2）税理士等の経験 5年以上，（3）監査法人等の経験 10年以上のいず

れかを満たしていることを受験要件としており，（2）や（3）の余地もあることから，

このタイプに分類される。この場合は，先の図表 1でいうマトリクスⅠを制度的に組み

込む形態になるとともに，バイパス部分について，事前教育について他の何らかの部分

（たとえばⅢないしⅤ）をもう 1つ組み込んでおくことが制度設計上必要となるといえ

る（たとえばドイツであれば，実務経験ということで図表 1のⅢを併用している）。

タイプ 3は，高等教育機関の単位や学位が資格試験の受験要件や科目免除と連動して

おり，かつそれが資格試験上必須となる「完全連動型」である。たとえば米国では，多

くの州（たとえば，コロンビア州など）が受験要件として，大学卒業，かつ，150単位

以上の履
18

修という条件を設けており，かつ他にバイパスとなるルートがない場合は，こ

のタイプに分類される。この場合，先の図表 1でいうマトリクスⅠを制度的に必ず組み

込んでおく必要があるが，他の部分（たとえばⅢないしⅤ）は必須ではなくなる可能性

がある。なお，タイプ 2・3は，試験受験者ひいては試験合格者の最低限の質を担保す

ることが可能となるというメリットを有する。特にタイプ 3によれば，受験者の全体の

質を担保できるという意味で，クオリティコントロール上は望ましいといえる。しかし

逆に，タイプ 3は，その分門戸が狭くなるため，多様な人材の確保の面で，タイプ 2に

────────────
１８ 米国における 150単位ルールがもたらす影響に関する実証研究としては，たとえば，Allen and Woodland
（2006）や Boone and Coe（2002）などを参照。特に，Boone and Coe（2002）は自然実験の手法を用い
ており，筆者の立場からは大変興味深い。

図表 3 高等教育機関と資格試験との接続
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タイプ b：一部連動型

アカウンティング
スクール

その他

資格試験

タイプ c：完全連動型

アカウンティング
スクール 資格試験

その他

タイプ a：非連動型

アカウンティング
スクール 資格試験

○（バイパスあり）

×
（バイパスなし）

やや劣る可能性もある。

Ⅲ−2−2 アカウンティングスクールと資格試験との接続問題：第 2のスクリーニング

次に，アカウンティングスクールと資格試験との接続の問題について整理する。すな

わち，図表 3は，広く大学等をも含む高等教育機関全般を前提とした整理であったが，

ここで，高等教育機関の中でもアカウンティングスクール（会計大学院）に特化して，

同じように資格試験との接続問題を考えてみる。純理論的には，先と同じロジックで，

接続の形態には大きく 3つのタイプが考えられる（図表 4）。

まずタイプ a は，アカウンティングスクールの単位や専門職修了学位と資格試験と

が特に直接的に連動していない「無連動型」である。タイプ b は，アカウンティング

スクールの単位や学位が資格試験の受験要件や科目免除と連動しているものの，それは

必ずしも必須ではなく，アカウンティングスクールの単位や学位がなくても受験が可能

（もしくは科目免除がなされる可能性もある）といういわゆるバイパス部分を残した

「一部連動型」である。タイプ c は，アカウンティングスクールの単位や学位が資格試

験の受験要件や科目免除と連動しており，かつそれが資格試験上必須となる「完全連動

型」である。

このような整理によれば，現在の日本は，タイプ b の制度設計を行っていることが

理解できる。すなわち，現行制度では，アカウンティングスクールの修了により，公認

会計士試験の短答式試験の一部科目免除がなされるが，しかし他方で，アカウンティン

グスクールを修了していなくても試験を受験することが出来るというバイパス部分が残

されている。つまり，日本におけるアカウンティング・スクールの存在は，クオリティ

の最低ラインを担保するセーフハーバー的な意味というよりはむしろ，「行けばメリッ

トが得られる」といういわばエクストラ・オプションとしての意味を有する。

図表 4 アカウンティングスクールと資格試験との接続

会計教育制度のデザインとジレンマ（田口） （ 235 ）３３



Ⅲ−2−3 現行制度設計の整理と問題点の抽出

以上，図表 3（大学等をも広く含む高等教育機関と資格試験との接続方法）と図表 4

（高等教育機関の中でもアカウンティングスクールに特化した場合の資格試験との接続

方法）に示されるとおり，それぞれの接続形態は 3タイプごとに分けることができる

が，これらを包括的に整理すると図表 5のようになる。

図表 5に示されるとおり，大学での単位や学士号を資格試験の受験・免除要件とする

か（第 1のスクリーニング：図表 3の軸），それとも更にアカウンティングスクールで

の単位や専門職修士の学位までを要求するか（第 2のスクリーニング：図表 4の軸）

で，制度設計のあり方は大きく 6通りが考えられる。このうち，日本は，「制度設計 C」

型（タイプ 2＋タイプ b）を採用していることが理解できる。つまり，日本の公認会計

士試験制度は，そもそも大学での単位や学士号取得を必ずしも受験要件として要求して

いないし（タイプ 2），アカウンティングスクールでの単位や修士学位も必ずしも受験

要件として要求していない（タイプ b），というデザインがなされている。

ここで，日本のこのような制度設計を考える上で重要なことは 2つある。第 1は，2

つのスクリーニング（大学の単位や学位（タイプ 2），アカウンティングスクールの学

位（タイプ b））から漏れる人材の品質の最低限を担保する代替的手段の有無である。

すなわち，前述のとおり，現行の日本の制度設計のもとでは，大学での単位を取得せず

とも試験を受検することが出来る。これは特に，第 1のスクリーニング（図表 3）にお

いて一部関連型（タイプ 2）を採用しているからであるが，ここで問題となるのは，こ

のような人材のクオリティコントロールを制度設計上どのように担保するのかという点

である。たとえば，同じようにタイプ 2を採用するドイツなどは，必ずしも大学卒業を

必須要件とはしていない代わりに，先に述べたとおり，税理士等の経験 5年以上，もし

くは，監査法人等の経験 10年以上のいずれかを満たしていることを受験要件としてい

る。つまり，図表 1でいうマトリクスⅠ（事前の高等教育機関での教育）でカバーでき

図表 5 マトリクスⅠにおける資格試験との接続方法の態様

第 1のスクリーニング：
図表 3（高等教育機関と
資格試験との接続）

第 2のスクリーニング：
図表 4（アカウンティング
スクールと資格試験との接続）

コメント

制度設計 A タイプ 1：非連動型 タイプ a：非連動型

制度設計 B タイプ 2：一部連動型 タイプ a：非連動型 過去の日本

制度設計 C タイプ 2：一部連動型 タイプ b：一部連動型 現在の日本

制度設計 D タイプ 3：完全連動型 タイプ a：非連動型 米国の多くの州

制度設計 E タイプ 3：完全連動型 タイプ b：一部連動型

制度設計 F タイプ 3：完全連動型 タイプ c：完全連動型
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ない部分を，マトリクスⅢの「事前の専門職団体での教育」でカバーし，クオリティコ

ントロールを図っているのである。これに対して，日本では，このようなデザインには

なっていな
19

い。

第 2は，アカウンティングスクールが制度設計上，必要不可欠なものとして位置づけ

られてはいないという点である。先に述べたとおり，現行制度では，アカウンティング

スクールを修了していなくても試験を受験することが出来るし，また逆にアカウンティ

ングスクールを修了したからといって，試験の全科目が免除される（試験合格できる）

というわけでもない。つまり，日本のアカウンティングスクールは，あくまで「沢山の

選択肢の中のひとつ」という位置づけにしか過ぎないのである。現在，公認会計士試験

におけるアカウンティングスクール出身者の合格率は思うほど伸びておらず，またそも

そもアカウンティングスクールへの入学者が減少傾向にあるようであるが，これは決し

てアカウンティングスクールの自助努力が足らないということではなく，「制度設計 C」

のようなデザインをしていることからくる構造的な帰結といえ
20

る。会計教育により優秀

な職業的会計士を育てるためには，そもそも優秀な人材をこの養成プロセスに引き寄せ

る何らかの仕組みが必要となるが，現状では，それが上手くなされていないという問題

がある。

なお，以上のような点だけでなく，現行のアカウンティングスクールには，そもそも

2年間で専門職が養成しうるのかという問題もあるようであ
21

る。たとえば，吉田・橋本

（2010）は，アカウンティングスクールの教育年限について以下のような疑問を呈して

いる。

「…公認会計士に合格するためには，専門職大学院の 2年間の学習だけではほぼ不

可能であるという，専門職養成に必要な教育期間と大学院の修業年限との齟齬の問

題が残っている。

────────────
１９ なお，日本では，試験合格後・資格登録前の段階では，図表 1のマトリクスⅢ（事前，専門職団体）で

の教育（実務補習）がなされるが，しかしこれはドイツなどの実務経験要件の年限と比べて極めて短い
し，またそもそも試験受験段階（試験合格前）でのクオリティ・コントロールの手段ではないため，ド
イツのように十分なカバーができているかは疑問符がつく。

２０ アカウンティングスクールの存在価値を高めるためには，第 2のスクリーニング（図表 4）において
「タイプ c：関連型」を採用する必要があるため（そしてその前提として，第 1のスクリーニング（図
表 3）において「タイプ 3：関連型」），図表 5でいう「制度設計 F」を採用する必要がある。もしくは，
事前教育ではなく，事後教育において，図表 1でいうマトリクスⅡの役割を強化する（アカウンティン
グスクールが職業的会計士の CPD に積極的に関与する）という方策も有効であるかもしれない。更に
は，本稿ではその問題意識から触れないが，アカウンティングスクール修了者が，公認会計士試験以外
の道に進むことを支援するというルートも考えられるかもしれない。

２１ なお，この他に，アカウンティングスクールの認証評価の問題（誰がどのように，どのような方法・基
準でもって評価を行うか）も重要な論点であるが，本稿では紙面の都合もあるため，この問題について
は触れないことにする（別稿で論じることにする）。
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通常の大学・大学院の卒業者・修了者が，学問的な能力を職業的な能力に転換す

るのが労働市場であるとしたら，専門職大学院の場合は，職業的な能力をもって労

働市場に出るという違いがある。専門職の養成とは，いわば完成品を労働市場に送

り出すことであり，教育と労働市場の緊密な結びつきがあるため，労働市場での評

価が大学院における教育の評価に直接に跳ね返ってくるのである。大学と労働市場

とをいかに結びつけていくか，その新たな方法を考えることが課題である。」（吉

田・橋本 2010, p.172。但し，下線は田口）

すなわち，吉田・橋本（2010）は，「専門職の養成とは，いわば完成品を労働市場に

送り出すこと」という視点から，アカウンティングスクールでの教育年限の不十分性

（現行のアカウンティングスクールだけでは，時間不足で完成品を労働市場に送り出す

ことが出来ない状況にあること）を指摘している。これは，恐らくアカウンティングス

クールの年限を単純に伸ばすというよりはむしろ，高等教育機関以外の主体による会計

教育との組み合わせが必要となることを示唆しているものと考えられる。具体的には，

図表 1のマトリクスⅠ（高等教育機関による事前の会計教育）だけでなく，たとえば，

マトリクスⅢ（専門職団体での事前の会計教育），もしくは，場合によってはⅤ（国

家・政府規制機関による事前の会計教育）との組み合わせが極めて重要となろう。よっ

て，このアカウンティングスクールの問題は，単にマトリクスⅠの問題単体で考えるの

ではなく，Ⅲ−1−2で指摘したような全体のポートフォリオ戦略の中で考えていく必要

があるだろ
22

う。なお，この点については，町田・松本編（2012）の以下のような指摘が

ヒントとなるかもしれない。

「今や，会計プロフェッションの側から，より積極的に大学等の高等教育機関にお

ける資格取得前教育に関与することが求められる。たとえば，インターンシップの

活用とそれに対応した採用の実施，大学等との連携による高度な会計教育の実施，

会計教育研修機構と会計大学院の連携によって資格取得後教育に連続して繋がって

いく教育カリキュラムの実践等を検討する必要があるであろう。」（町田・松本編

2012, p.289。但し，下線は田口）

Ⅲ−3 日本の公認会計士試験合格者の未就職問題

Ⅲ−3−1 現状の整理

ここ数年，日本では，「公認会計士試験に合格しても監査法人に就職できない」とい

う大きな問題が発生している（町田 2012, p.12）。これは，会計教育の中身そのものの
────────────
２２ 勿論，資格試験の内容そのもののクオリティコントロールも必要であることは言うまでもない。
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問題ではないが，教育と関連して重要なポイントである資格試験に関することである

し，また，Ⅲ−1−3で示したとおり，量的問題は制度設計上重要となることから，ここ

でその現状を分析しておくことはひとつ有用であろう。

すなわち，2003年の公認会計士法改正にあたり，公認会計士数の増加が政策目標と

して掲げられたことから，試験制度改正の 2006年度以降の試験では，これまでの試験

合格者数の約 2−3倍の人数が合格者とされることとなった。具体的には，改正直前の

2005年度合格者が 1,308人であるのに対して，改正後の 2006年度合格者は 3,108人，

2007年度合格者は 4,041人，2008年度合格者は 3,625人であっ
23

た。しかしながら，他

方，この受け皿となるべき監査法人や会計事務所では，このような急激に増加した合格

者の全てを吸収することが出来ず，試験に合格したものの就職できないという現象が生

じてしまったのである。このため，せっかくの難関資格試験を受験しても報われないか

もしれないという雰囲気が世間で醸成されてしまい，優秀な若者が公認会計士試験へ挑

戦することを避けるような傾向が出始めているようである。これはまさに，Ⅲ−1−3の

図表 2で示した「専門職養成プロセスと量的問題」のうち，後半の【資格試験制度（合

格者数）→現場採用（新規採用数）】におけるミスマッチ問題であるといえる。

このようなミスマッチを解消する方法として，まず直感的に考えられるのは，次の 2

つあろう。第 1は，合格者数を減らすことである。第 2は，現場採用を増加させること

である。しかし，前者は，資格試験のあり方や制度の安定性，および制度や政策決定に

対する社会的信頼性の問題とも深く関わる重要な課題であるし，また後者は，受け入れ

る監査法人・会計事務所側の経営（監査報酬の問題等）とも関わる問題であり，いずれ

も簡単に解決できるものではなさそうである。

また，このミスマッチの原因を探ってみると，それは決して単純なものではないこと

が理解できる。たとえば，町田・松本編（2012）は，以下のように述べている。

「未就職者問題は，単純にアメリカとの人口比に基づいて税理士等の存在を十分考

慮に入れず日本の公認会計士の総人数を想定したこと，企業社会でのニーズの理解

が十分でなかったこと等に原因があると考えられるが，他方，難関とされる公認会

計士試験の受験にあたって長期間にわたる受験勉強を強いられることや，公認会計

士試験合格後に，実務補習等を経なければ公認会計士資格を取得できず，資格合格

だけでは単なる公認会計士試験合格者（無免許者）に過ぎないということにも原因

があると解される。

こうした問題を，単に合格者数の減少によって，業界内に新規に参入する公認会

計士（試験合格者）の数を制限することで対応することは，未就職者問題への急場
────────────
２３ 公認会計士・監査審査会公表資料を参照。
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凌ぎとしては致し方ないとしても，未就職者問題の根本的な解決にならないだけで

なく，国家試験制度としての社会的な信頼性を残ってしまうことになろう。」（町

田・松本編 2012 p.283。但し，下線は田口）

つまり，町田・松本編（2012）は，このミスマッチの問題を単に数量的な調整問題と

して処理してしまっては，根本的な解決には至らないことを示唆している。

Ⅲ−3−2 問題解決のための 3つの具体的方向性

では，一体どうすれば，この問題を解決することができるのだろうか。現時点では，

暫定的ではあるものの，たとえば以下のようないくつかの方向性を想定することが出来

るかもしれない。ここでは 3点を指摘したい。

まず第 1は，受け入れる監査法人・会計事務所側の経営（監査報酬の問題等）の問題

である。これは重要な問題であるが，本稿の趣旨から，ここではこれ以上踏み込まな
24

い。

第 2は，Ⅲ−1−2で前述したように，会計教育制度のポートフィリオ（図表 1）を戦略

的に構築することである。すなわち，試験制度の安定のためには，やはりそれを包括す

る会計教育の仕組みを適切にデザインし，またそれを安定的に運用していくことが必要

となる。そしてそのためには，それぞれの教育制度の特徴や課題，および，組み合わせ

た際の相乗効果などを慎重に検証していくことが求められるであろう。まさにこれが，

筆者が現在取り組んでいるプロジェクトなのであるが，この点については，更にⅣ節で

述べる。

第 3は，実は，監査法人への就職活動における制度設計の問題が，隠された重要課題

として挙げられるかもしれない。すなわち，現状では，（このように重要な資格試験で

あるにも関わらず）試験合格者と監査法人・会計事務所との間の就職活動については，

特に決められた安定的な仕組みがあるわけではなく，それぞれの（主に採用する側の監

査法人・会計事務所の）自治に任されている状態にあ
25

る。結局のところ，現状では，試

験合格者は，特に制度的に守られるわけではなく，不安定で不可逆的ないわば「運任

せ」の就職活動をせざるを得ず，そして必ずしも望みどおりの地域や監査法人に行くこ

とが出来るとはいえない状況を強いられているのである。社会全体でみても，その能力

や個性に見合った場所や領域で力を発揮することの出来ない個人が存在することは決し

て望ましいことではない。
────────────
２４ 詳細な議論については，たとえば，町田・松本編（2012）pp.283−284を参照。なお，この問題につい

ての筆者なりの分析については，将来的に別稿を予定している。
２５ もっとも，ここ数年は，（合格者の未就職問題もあってか）日本公認会計士協会が監査法人や会計事務

所に向けて，たとえば就職活動開始時期に関しての要請をすることがあるが，しかし特に何か大枠にお
ける方針に沿った政策とはいえず，やや場当たり的な感が否めない。
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このように，未就
�

職
�

問題の根本には，就
�

職
�

活動の不安定さないしルールの不存在とい

う問題が存在し，それを抜本的に見直す必要があるといえ
26

る。では，一体どのようなル

ール作りが求められるのかが次に問題となるが，ここでヒントとなるのは，同じく専門

職のひとつといえる医者の世界における，研修医と病院とのマッチング制度（以下，単

に「研修医マッチング」と略す）であるかもしれない。研修医マッチングは，ゲーム理

論の応用領域のひとつであるマッチング理論から導かれるアルゴリズムを用い
27

て，研修

医と病院の間の社会的に最適な組み合わせを計算し，それを現実の就職活動で用いるも

のである。この研修医マッチングは，現在，海外だけでなく日本でも採用されており，

それなりの成果を上げてい
28

る。勿論，研修医の状況と会計士試験合格者の状況との異同

を分析し，会計士業界の実情にあったものにする必要があるが，いずれにせよ，この未

就職問題を抜本的に解決するためのひとつの手段として，このマッチングの考え方はひ

とつ有用であ
29

るものと考えら
30, 31

れる。

Ⅲ−4 事後の会計教育制度（図表 1のマトリクスⅡ・Ⅳ・Ⅵ）

図表 1で確認したとおり，純理論的には，事後の教育制度には，マトリクスⅡ（高等

教育機関による教育），Ⅳ（専門職団体による教育）および，Ⅵ（国家政府規制機関に

よる教育）という 3つのタイプが存在するが，日本はこれらのうち，Ⅳ，つまり，専門

職団体である日本公認会計士協会による教育がなされてきた。

日本公認会計士が職業的会計士に対して行ってきた教育は，継続的専門研修（CPE :

Continuing Professional Education）と呼ばれ，平成 10年から任意参加で開始された後，

平成 14年には協会の自主規制として会員（公認会計士）に義務付けられ，平成 16年に

は公認会計士法で法定義務化された。具体的には集合研修や学会への参加，研修会講師

等により CPE 単位を取得することが出来，直近 3年間で 120単位以上の単位を履修し
────────────
２６ なお，これがまさに，この未就職問題を単に数の問題としない（構造的な問題に置き換えて検討する）

ということの本質であると思われる。
２７ なお，マッチング理論は，研修医マッチング以外でも，学校選択制などでも実際に用いられている。学

校選択制については，安田編（2009）が参考になる。
２８ 鎌田・小島・和光（2011）等を参照。
２９ 勿論，制度の有用性は実証マターであり，データによる検証が必要であるが，たとえば今後，マッチン

グの実験室実験や社会実験を積み重ねることにより，制度の本格導入前にその有用性を確かめること
は，制度設計に対するアカデミズムの貢献として重要であるといえよう。

３０ 以上の分析については，たとえば廣瀬（2013）が先駆的研究として参考になる。
３１ なお，これら 3つ以外の解決策として，たとえば，試験合格者について新たな下位資格を創出すること

を挙げる論者もいるかもしれない（実際に日本でも，最終的には廃案となったものの，「企業財務会計
士」という新たな資格が創出される動きがあった）。しかし，筆者は，受け入れ側の企業のニーズが現
実にはそれほどないこと，および，このような下位資格がもたらす負のシグナリング効果（中途半端な
資格創出が，同じ試験合格者である公認会計士の品質に対して負の社会的イメージをもたらしかねない
こと）を考えると，下位資格の創出は問題解決にはならないし，むしろ，現状の職業的会計士の社会的
信頼性を低めてしまう逆効果が生じる恐れがあるのではないかと危惧している。この点については，い
ずれ別稿において詳細に論じることにする。
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ていく必要がある。

このような日本の CPE 制度について，町田・松本編（2012）は，以下のような問題

提起をしている。

「また，CPE については，大規模監査法人と中小事務所等との実施状況に大きな差

があることや，単年ないし 3年ごとの単位取得に焦点が絞られてしまい教育内容や

いかなる方法で単位を取得するかといった問題，さらには会計士が関与している業

務による差別化等の問題については，必ずしも十分に対応できていないように思わ

れる。公認会計士のあるべき姿を検討する際には，現在，すでに公認会計士として

業務を行っている者についても，CPE を通じてヨリ洗練していくこと及びその方

策について検討する必要があると考えている。」（町田・松本編 pp.289−290）

すなわち，町田・松本編（2012）によれば，その中身や仕組みについて，いくつか改

善の余地があるものと考えられる。

以上のように，日本では，事後の教育制度としては，図表 1のⅣを中心として行って

きている点が大きな特徴である。しかし，先に示したとおり，会計教育制度の戦略的ポ

ートフォリオの発想からすると，Ⅳによる教育だけでなく，たとえばⅡ（高等教育機関

による教育）を積極的に取り入れていき，ⅡとⅣとを併用する戦略も考えられるかもし

れない。具体的には，特にアカウンティングスクールが事後の教育制度に携わり，日本

公認会計士協会による CPE と相互補完的に事後の会計教育を展開していくというのも

ひとつの方策として考えられるかもしれな
32

い。

Ⅳ 会計教育制度のジレンマ：
アメリカ型制度と欧州型制度の比較制度分析

第Ⅲ節では，職業的会計士に対する会計教育制度に関する全体の地図を作りながら，

日本の会計教育制度における問題点を洗い出す作業を行った。続く第Ⅳ節では，別稿で
────────────
３２ しかし，アカウンティングスクールが事後の教育制度に携わることは，実は一筋縄ではいかない可能性

もある。たとえば，吉田・橋本（2010）は，「この先には，いったん労働市場に出た者を知識社会の牽
引力となるような再教育を専門職大学院が担えるかという問題が残されている。労働市場に出ている者
を，再度，大学院が再教育を担うことは，その教育成果の即効性が認められねばならない。」と述べ，
専門職大学院が安易に事後教育に携わることに対して警鐘を鳴らしている。
また，この問題は，社会人に対する職業教育という意味ではいわゆるリカレント教育の論点として考

えることが出来る。一般的なリカレント教育については，たとえば樋口・川出（2003）を参照。我々
は，この一般的なリカレント教育と職業的会計士のリカレント教育との異同に気をつけながら，高等教
育機関が事後の会計教育に対して何が出来るか（またどんな効果があるのか），実証的なデータを集め
つつ検討を進める必要があるだろう。

同志社商学 第６５巻 第２・３号（２０１３年１１月）４０（ 242 ）



予定している会計教育の実験比較制度分析の準備作業として，いくつかの論点に焦点を

絞り，そのエッセンスを抽象化しモデル化する作業を行う。

Ⅳ−1 会計教育制度のモデル分析：国際比較のために

Ⅲ−1−2で述べたとおり，会計教育と資格取得との関係については，資格取得前の教

育に重きをおく「欧州型」（実務界錬成型）と，資格取得後の競争と，それに勝ち抜く

ための教育に重きをおく「アメリカ型」（資格取得後競争型）とに分けることが出来る

（町田 2012）。前者はいわば「後にある合格」ないし「じっくり育ててからプロに」と

いう特徴を，後者は「先にある合格」ないし「まずはプロの舞台を踏ませてから」とい

う特徴を，それぞれ有している。

ここで素朴に考えると，究極的には，どちらの制度のほうが社会全体として望ましい

のか疑問が湧いてくる。そこで，そのような分析を進めていくための準備作業として，

本稿では，それぞれのタイプの特徴を抽象化する作業を行うことにする。

ここでは特に，後の作業のファーストステップとして，どちらのシステムのほうが，

より優秀な人材を逃さず職業的会計士養成のプロセスに取り込めるか（エントリーさせ

ることが出来るか），という点を考えてみたい。すなわち，前述のとおり，たとえば日

本では，公認会計士を巡る様々な「負の要因」を敏感に察知した優秀な若者が，徐々に

公認会計士を目指さなくなってしまっているという現状が見られるが，会計教育により

優秀な職業的会計士を組織的・体系的に養うためには（教育制度のパフォーマンスを向

上させるためには），そもそも優秀な人材を組織的にどう引き寄せるかという点もひと

つ重要なポイントとなるだろう。「後にある合格」の「欧州型」と，「先にある合格」の

「米国型」とでは，どちらがより優秀な人材を引き寄せることが出来るだろうか。ここ

では定性的な議論ではなく，モデルの力を借りて，上記 2つの仕組みのエッセンスを抽

出し，比較してみよう。

Ⅳ−2 関連する先行研究から得られるエッセンス：専門職の社会的収益率

ここで，そもそもある個人が職業的会計士を目指すか否か（職業的会計士養成プロセ

スにエントリーするか否か）の判断と意思決定は，一体どのようになされるのだろう
33

か。勿論，これには色々な要因が考えられるが，結局は目指すことが割に合うかどうか

が重要なポイントとなるだろう。では，割に合うかどうかは一体どのように算定できる

だろうか。

この点については，荒井（1995）や八代・伊藤（2003）による専門職の社会的収益
────────────
３３ なお，このような問題提起の基本アイディアは，木下（2010）による法科大学院進学を決断させる司法

試験合格率の経済分析に一部依拠している。
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率の議論が参考になる。すなわち，荒井（1995）や八代・伊藤（2003）は，専門職を

志すかどうかを一種の投資と捉えて，「専門職を志す（そして専門職になる）」という投

資から得られる収益率（生涯所得と生涯コストから算定）と他の投資機会（「専門職を

目指さない」という投資）から得られる収益率とを比較して，その差分が，専門職ない

し専門職養成教育の社会的な収益率であるとして，実際に日本の医者（医学部卒業）の

社会的収益率を計算してい
34

る。

ここでは，上述の（いわばマクロ的な）社会的収益率の考え方を（ミクロ的な）個人

の意思決定問題へのヒントとする。すなわち，ある個人が職業的会計士を目指すかどう

かの意思決定を行う際には，それぞれの選択肢を一種の投資と捉えて，そこから得られ

る期待収益率ないし期待純キャッシュフローの大小を比較して，より大きな収益率ない

し期待純キャッシュ・フローをもたらす投資（選択肢）を選択しているものと想定する

ことが出来る。そして，職業的会計士を目指すという選択肢をある個人が採るのは，

「職業的会計士を目指す」という投資から得られる期待収益率ないし期待純キャッシュ

フローのほうが，「職業的会計士を目指さない（他の職に就く）」という投資から得られ

るそれらよりも大きい場合である。いま，ある個人 i（i＝1, 2, . . . , n）にとって，初年

度に「職業的会計士を目指す」という投資を行うことから得られる期待純キャッシュフ

ローを π CPA
i ，「職業的会計士を目指さない」という投資から得られる期待純キャッシュ

フローを π No
i とする。それぞれの期待純キャッシュフローは，ごく簡単に当該投資から

得られるキャッシュインフロー（職業的会計士から得られる所得 CIF i
CPA，もしくは他の

職業から得られる所得 CIF i
No）と投資にかかるコスト（職業的会計士を目指す努力コス

ト等 C i
CPA，もしくは他の職業を目指す努力コスト等 C i

No）との差分として定義しておく

（1, 2式）。

π CPA
i ＝CIF i

CPA－C i
CPA （1）

π No
i ＝CIF i

No－C i
No （2）

個人 i が職業的会計士を目指す（職業的会計士養成プロセスにエントリーする）の

は，以下の（3）式が充たされる時である。

π CPA
i �π No

i （3）

────────────
３４ 勿論，同じようにして職業的会計士の社会的収益率も計算することが可能であるし，職業的会計士の社

会的収益率の各国比較をすることにも大きな意義があるといえる。この点についての実証分析は，別稿
を期したい。
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合格
（職業的会計士へ）

不合格 …

合格

不合格

Entry
する

Entry
しない

Entry
する

合格確率
f i
1

1－f i
1

合格確率
f i
2

1－f i
2

Entry
しない他の職業へ 他の職業へ

そして，ここで重要なのは，上記（3）式をあらゆる個人 i について充たしうるよう

な（試験制度をも含んだ広い意味での）会計教育制度は一体どのようなものかというこ

とである。また，先の問題提起に引き寄せていうならば，アメリカ型と欧州型のどちら

の方が，あらゆる個人 i が（3）式を充たしやすい仕組みなのかということである。こ

こでカギとなるのは，政策設定主体がどこまで個人の意思決定に影響を及ぼしうるのか

という点である。

Ⅳ−3 「アメリカ型」制度における個人の意思決定：「先にある合格」タイプで起こり得

る個人の「曖昧さ回避」現象

Ⅳ−3−1 セッティング

ある個人が，「アメリカ型」制度のもとで職業的会計士養成プロセスにエントリーす

るか否かの意思決定問題に立たされていると仮定しよう。アメリカ型の特徴は「先にあ

る合格」である。これを踏まえて，ある個人の decision tree を描くと図表 6のようにな

る。

ここで，fj
i は，個人 i の第 j 年度（j＝1, 2, . . . , n）の合格確率とする。合格確率は，

第 j 年度の制度的合格確率（何人（ないし何％）を合格者とするかの政策）pj，個人 i

の第 j 年度の試験に対する努力水準 eij，個人 i の第 j 年度試験受験時点における能力

aij，および，個人 i の第 j 年度試験受験時点における運 Lij に依存すると仮定する（4

式）。

fj
i＝fj

i（pj, eij, α ij, Lij） （4）

ここでのポイントは 3つある。第 1は，アメリカ型のもとでの個人の意思決定は，

「先にある合格」という特徴から，エントリー後資格合格までは，合格確率 f の大小の

図表 6 「アメリカ型」のもとでの decision tree
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10 2 3 …

…

… n

t

合格後、職業的会計士
として得られる所得

合格後、職業的会計士として
の労働に係るコスト等

受験に要するコスト
（努力コスト等）

影響を直接的に受けやすい構造になっているという点である。すなわち，図表 6をみる

と，個人の decision tree は，自身の意思決定と合格確率しか存在しない構造になってい

るが，これはまさに「先にある合格」という性質を示している。つまり，個人が初年度

で職業的会計士を目指すかどうか（（3）式を充たすかどうか）は，この合格確率の大小

に大きく依存している。

第 2は，初年度に合格できない場合，次年度で再度 entry するか否かの意思決定を行

い，またその年度の合否は，当該年度の合格確率に直接的に影響を受けるということで

ある。よって，初年度に entry をするという意思決定をすることから得られる期待純キ

ャッシュフローたる π CPA
i は，自分自身が何年目に合格できそうかという自分自身によ

る予想により影響を受ける。たとえば，個人 i が，自分自身の合格達成を第 1年度で

ある（第 2年度から専門職として所得を得ることが出来る）と予想している場合のキャ

ッシュフローのスケジュールは図表 7のようになり，第 3年度である（第 4年度から専

門職として所得を得ることが出来る）と予想している場合のキャッシュフローのスケジ

ュールは図表 8のようにな
35

る。

いま，職業的会計士として労働しうる最終年度を第 n 年度で固定すると，図表 7と

図表 8を比較して分かる通り，π CPA
i は，自分自身が早く合格出来ると予想するならば大

きくなるし，他方，合格年度が遅れると予想するならば小さくな
36

る。このように，自身

が何年目に合格できそうかという予想は，π CPA
i に影響し，よって初年度に職業的会計士

────────────
３５ なお，実際には合格後資格登録までの間にはタイムラグがあるし，現実の未就職問題などを考慮する必

要もあるが，ここではモデルの簡便化の観点から，合格の翌年にすぐさま所得を得られる（就職し労働
からの収入を得られる）と仮定する。

３６ なお，厳密には時間価値を考慮に入れて割引計算をする必要があり，その場合は，各個人の想定する割
引率にも影響を受けることになるが，ここでは議論の簡単化のため，割引率は考慮せず議論をすすめる
ことにする。

図表 7 アメリカ型において個人 i が自分自身の合格達成を第 1年度で
あると予想している場合の，キャッシュフローのスケジュール
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10 2 3

…

… n

t

4 5

合格後、職業的会計士
として得られる所得

合格後、職業的会計士
としての労働に係るコスト等

受験に要するコスト
（努力コスト等）

を目指すかどうかの意思決定に大きく影響する。そして，ここで「自分がいつ合格でき

そうか」という予想は，各年度の合格確率の予想に依存している。

第 3は，合格確率 fj
i は，4式で示したとおり，自分の能力や努力水準，運のほか，制

度的合格確率（何人ないし何％を合格者とするかの政策）pj に依存する関数となってい

る点である。ここで，この制度的合格確率は，個人 i が内生的に決定しうる変数では

なく，具体的には「第 j 年度は合格者を 600人とする」「合格率を 10％とする」（たと

えば，去年と同じ割合にする，もしくは，去年より高める等）といったかたちで資格試

験に関する政策決定主体というプレイヤー（たとえば，日本であれば金融庁や公認会計

士試験・監査審査会等）が行う意思決定変数である。つまり，個人 i の合格確率は，

自分自身だけでは決定されず，政策決定主体というプレイヤーの決定にも依存している

ということが分かる。ここで，政策決定主体が何らかの効用関数を有して戦略的に行動

していると考えるならば，個人 i は，実はゲーム理論的状況のもとでの意思決定問題

に立たされていることになる。ここで，第 1・2のポイントで見たとおり，アメリカ型

では，合格確率が π CPA
i に，そして職業的会計士を目指すかどうかに直接かつ唯一関係

する構造となっていることから，個人の意思決定は，政策決定主体の意思決定に直接的

に影響を受けやすい構造になっていることが理解できる。

観察 1：アメリカ型の構造

アメリカ型（「先にある合格」タイプ）においては，個人が職業的会計士

を目指すかどうかの意思決定が，政策決定主体の定める制度的合格確率に

直接的に影響を受けやすい構造になっている。

図表 8 アメリカ型において個人 i が自分自身の合格達成を第 3年度で
あると予想している場合の，キャッシュフローのスケジュール
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Ⅳ−3−2 分析：政策決定の不安定性がもたらす帰結と曖昧さ回避

上記のように，アメリカ型は，個人が職業的会計士を目指すかどうかについて政策決

定主体が定める制度的合格確率の影響を受けやすい構造になっている。このような構造

のもとではどのようなことが起こりやすいか考えてみよう。

まず単純に単年度ベースで考えれば，政策決定主体が，制度的合格確率を上昇させれ

ば，職業的会計士を目指す個人が多くなり，逆に制度的合格確率を下落させれば，職業

的会計士を目指す個人が少なくなるということである。そしてそうであれば，政策決定

主体が，前年度の実際合格者や労働市場での需要・供給状況を観察し，その都度この数

値を上げ下げすれば上手く制度を運用出来るように思われる。しかし，ここで考えたい

のは，このようないわば場当たり的な，不安定な制度的合格確率の決定が，長
�

期
�

的
�

に
�

見
�

て
�

個人の意思決定に何か影響を与えないのかということである。結論的には，個人は意

思決定において曖昧さを回避するという心理バイアスを有しているため，不安定な制度

的合格確率の決定が，人々に職業的会計士を目指すことを回避させてしまう恐れがある

ものと考えられる。

まず，曖昧さとは，不確実性とは異なり，ある事象が起こる確率が不明である，もし

くは確率分布に幅がある状態をいう（Knight 1921）。そして，Ellsberg（1961）によれ

ば，個人の意思決定においては，「曖昧さ回避」（ambiguity aversion）という心理バイア

スが働くという。たとえば，2つの壺があり，どちらかの壺を選んでその中から色玉を

引き，それが赤であれば金銭を得られるという意思決定問題を考える。ひとつは不確実

性の壺（赤玉が 2個，青玉が 2個），もうひとつは曖昧さの壺（赤玉と青玉の両方が必

ず入っていることは分かっているが，その割合は不明）であるとすると，個人は後者の

曖昧さの壺を回避し，もっぱら前者の不確実性の壺を選ぶ傾向にあるという。すなわ

ち，曖昧さの壺は，赤玉が入っている割合は最大で 3/4，最小で 1/4となる。つまり，

割合に「範囲（幅）」がある。ここで，個人は，このような確率の「幅」に直面した際

には，曖昧さの壺に赤玉が入っている割合を最悪のケースである 1/4に設定し，意思決

定を行う心理バイアスを有す
37

る。

この心理バイアスを，職業的会計士を目指すかどうかという意思決定問題の中で考え

てみよう。図表 6をみても分かる通り，初年度において職業的会計士を目指すという意

思決定の tree には，各年度の合格確率が関係している。先に述べたとおり，それぞれ

の年度の合格確率は，各年度における制度的合格確率に依存する。ここで，個人 i は，

各年度の制度的合格確率を，過去の実際の全体の合格確率のトレンドや，政策決定者が
────────────
３７ このような曖昧さ回避の心理バイアスは，経済実験によっても明らかにされているし（たとえば，和田

2005），また，近年は更に神経経済学の視点から，不確実性に直面する場合と曖昧さに直面する場合で
は，人間の脳の賦活する部位が異なる（特に曖昧さに直面する場合は，感情や嫌悪感を司る扁桃体が賦
活する）との研究もある（Camerer et al. 2007）。
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公にする方針により推定する。この時，もし政策決定者の決定する制度的合格確率が場

当たり的で不安定なものであったとしたら，個人 i は，自らの decision tree における各

年度の制度的合格確率を見積もることができなくなり（もしくは，ある程度「幅」のあ

るものとして推定せざるを得なくなり），その結果として，各年度の合格確率を見積も

ることが出来なくなる（もしくは，ある程度「範囲（幅）」のあるものとしてしか推定

せざるを得なくなる）。このように，各年度の合格確率に曖昧さが存在する場合，個人

i は，各年度の合格確率を最悪のケースに設定して意思決定する傾向を有する。そして

そうであれば，初年度に「職業的会計士を目指す」という意思決定 tree においては，

（各年度の合格確率について最悪のシナリオが想定される結果），各年度の「不合格」の

部分のウェイトが相対的に高くなり（つまり，個人 i は自らの合格がかなり先に伸び

てしまうと見積ってしま
38

い），結局は π CPA
i が大きく低下してしまうことになる。よっ

て，（3）式を充たさない可能性が高まる。つまり，「職業的会計士を目指す」という選

択肢を採らない可能性が高まる。

以上を纏めると，仮説 1のようになる。

仮説 1：アメリカ型において陥りやすい帰結（特に，制度的合格確率が不安定な場合）

アメリカ型の試験制度においては，政策決定の不安定さが，ダイレクト

に個人の合格確率の曖昧さを導きやすい構造（「職業的会計士を目指さな

い」方向を直接後押ししやすい構造）になっている。このため，制度的合

格確率が不安定な状況下では，特に職業的会計士離れを誘発してしまう傾

向が強い。

なお，ここで決定的に重要なのは，現実の数値そのものではなく，政策決定者が場当

たり的な対応をしていること自体が曖昧さをもたらす（職業的会計士離れを誘発してし

まう）ということである。このように，アメリカ型の資格制度を採用する場合は，制度

的合格確率に受験生の意思決定がダイレクトに左右されやすいという性質を認識した上

で，資格合格人数の計画について，何らかの長期的・安定的なポリシーを提示すること

が必要不可欠になる。

────────────
３８ 図表 7および 8のようなキャッシュフローのスケジュールを描くとすると，かなり後半まで合格できな

い状況（コストばかりがかかり，なかなか所得が得られないスケジュール）が想定される。
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Ⅳ−4 「欧州型」制度における個人の意思決定：「後にある合格」制度で起こり得るホー

ルドアップ問題

Ⅳ−4−1 セッティング

ある個人が，「欧州型」制度のもとで職業的会計士養成プロセスにエントリーするか

否かの意思決定問題に立たされていると仮定しよう。欧州型の特徴は「後にある合格」

である。これを踏まえて，ある個人の decision tree を描くと図表 9のようになる。

ここで，h は，専門職養成のための必要教育期間として法定されている年数であり，

政策決定主体が決めるものとする（よって，個人 i にとっては外生的に決まるとす

る）。先に述べたとおり，たとえばドイツは，（高等教育機関卒業のほか）税理士等の経

験 5年以上，もしくは，監査法人等の経験 10年以上を受験要件としており，h＝5もし

くは h＝10と表現出来る。

ここで，gk
i は，個人 i にとっての第 k 回目に受験する試験（k＝1, 2, . . .）の合格確

率とする。この合格確率は，第 k 回目試験の制度的合格確率（政策決定者の政策変数）

pk，個人 i の第 k 回目の試験までに費やした努力水準の累積 eik（これには，h 年に及ぶ

実務経験においてどれだけ努力したかということも含まれると仮定する），個人 i の第

k 回目試験時点における能力 aik，個人 i の第 k 回目試験時点における運 Lik のほかに，

個人 i の第 k 回目の試験までに培ってきた経験（これは主に h 年に及ぶ実務経験にお

いて培われると仮定する）の累積 exik に依存すると仮定する（5式）。

gk
i＝gk

i（pk, eik, α ik, Lik, exik） （5）

もし政策決定主体が，何らかの効用関数を有し戦略的に行動すると仮定すると，個人

i はゲーム理論的状況のもとでの意思決定問題に立たされていることになる。この発想

は，後の分析で重要になる。

図表 9 「欧州型」のもとでの decision tree
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ここで，たとえば，個人 i が，10年の必要教育期間の後，第 2回目の試験で合格出

来る（その翌年から専門職として所得を得ることが出来る）と予想している場合のキャ

ッシュフローのスケジュールは図表 10のようになる。

以上を踏まえた上で，欧州型の図表 9（および図表 10）を，アメリカ型の図表 6（お

よび図表 7, 8）と比較すると，そのポイントは 3つある。まず第 1は，アメリカ型に比

べて，欧州型は，試験の合格がかなり後になってしまうという構造になっているという

ことである。それは，図表 9と図表 6を比較すると一目瞭然である。

第 2は，欧州型における個人は，政策決定主体の意思決定の影響を，制度的合格確率

pk を通してだけでなく，専門職養成の法定必要教育期間 h を通しても受けてしまうと

いう点である。つまり，より多くの経路から，政策決定主体の影響を受けることになる

のが，この欧州型の構造であると言える。逆に言えば，政策決定主体の意向が，2つの

経路から試験制度の良否に影響を及ぼす可能性があるのが欧州型の特徴といえる。

また第 3は，欧州型制度は，職業的会計士を志す個人に対して，資格取得までにかな

りのコスト負担を強いるという点である。これは，図表 10と図表 7および 8を比較す

ると理解出来るが，図表 10に示されている通り，欧州型のもとでは，個人 i に h 年だ

け「耐えさせる」（耐えることを強いる）仕組みになっている。よって，逆に，個人に

対してこのコストに耐えてでもエントリーしようとさせるには，耐えた人に適切に報い

る仕組みにしておく必要があるといえる。

図表 10 「欧州型」において個人 i が 10年の必要教育期間の後，第 2回目の試
験で合格すると予想している場合のキャッシュフローのスケジュール
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観察 2 欧州型の構造

「後にある合格」タイプの欧州型においては，政策決定主体の意向が，

制度的合格確率と専門職養成の法定必要教育期間という 2つの経路から，

個人の意思決定ひいては試験制度の良否に影響を及ぼす構造になってい

る。また，個人に多くのコスト負担を強いる仕組みになっている点も特徴

的である。逆に，「耐えた人に報いる」仕組みづくりが，制度の実効性を

高めるために必要不可欠となる。

Ⅳ−4−2 分析（1）：「後にある合格」がもたらす帰結とホールドアップ問題

上記のように，「後にある合格」タイプである欧州型の本質は，個人に耐えることを

強いるシステムであるという点にある。逆に言えば，「耐えた人に報いる仕組みである」

ことが求められるのである。そこで次に問題となるのは，そもそも「耐えた人に報い

る」とは，一体どういうことなのか，逆に「耐えた人に報いない」とは一体どういうこ

となのか，ということである。前者の「耐えた人に報いる」とは，端的に言えば，事前

の会計教育や実務経験の法定年数の間，耐えた（努力した）人材を，適切に試験に合格

させることであろう。逆に後者の「耐えた人に報いない」とは，そのような人材を適切

に試験に合格させることに失敗してしまうこと（もしくは意図的に合格させないこと）

であろう。しかし，ここで素直に考えると，特に問題がない限りは前者が予期され，後

者のようなことはあまり起こらないように思われる。そもそも後者のような事態は起こ

りうるのだろうか。

ここまでの議論を踏まえて，この問題を更に深く考えるヒントとして，ここで組織の

経済学におけるホールドアップ問題を取り上
39, 40

げる。伊藤（2010）によれば，契約の不完

備性（incomplete contract）が存在する状況での重要なインセンティブ問題として，ホー

ルドアップ問題があるという。ホールドアップ問題には，事前の問題と事後の問題があ

るが（伊藤 2010, p.140），ここでは，本節の議論に関連する事前の問題にのみ焦点を絞

る。事前のホールドアップ問題とは，あるプレイヤーが，取引から生じる価値を大きく

するための関係特殊性の高い（relation-specific）投資をしたとしても，事後の再交渉の

過程で相手プレイヤーにその成果を無効にされてしまう危険性が予測される場合，当該

プレイヤーが事前の投資を控えたり，努力水準を引き下げてしまうことで，非効率性が

発生することをい
41

う。つまり，契約の不完備性ゆえに，せっかく投資しても「将来報わ

れない」可能性が存在する場合，プレイヤーは事前の行動を変えて，「将来報われない」
────────────
３９ 職業的会計士業界やそこにエントリーしようとする者の全体をある種の組織として捉えるならば，この

問題を組織の経済学により分析することは決して不自然なことではない。
４０ 以下の議論は，主に，伊藤（2010），および，柳川（2000）を参考にしている。
４１ モデルによる証明は，たとえば伊藤（2010）pp.140−148等を参照。
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危険を出来るだけ回避する（もしくは危険から生じる損失を出来るだけ軽減する）行動

を採るというのが，この事前のホールドアップ問題のエッセンスである。

ここで我々の問題意識に引き寄せて考えると，欧州型のプロセスは，この事前のホー

ルドアップ問題が起こる余地があるのか，またそもそも事前のホールドアップ問題が適

用され得る状況なのかがポイントになるが，結論的にいえば，欧州型のプロセスは，事

前のホールドアップ問題が適用され得る状況であり，かつ，事前のホールドアップ問題

が起こりやすい構造を有しているといえる。すなわち，まず，①欧州型の職業的会計士

養成プロセスの議論は，契約の不完備性の状況下にある議論であるといえる。すなわ

ち，資格試験を司る政策決定主体と職業的会計士を志す個人 i との間には，将来の試

験受験へのコミットや制度的合格確率に関する契約の不完備性が存在する。つまり，事

前に起こりうる全てのパターンを予測し明文化したうえで，それらについての立証可能

な約束を取り交わすことは現実には不可能である。また，②個人 i の専門職養成プロ

セスへのエントリー（法定年数期間，会計教育や実務に従事すること）は，専ら職業的

会計士になるためのものであるから，関係特殊性の高い「投資」といえる。また，③欧

州型システムは，実務経験というレールに長期間個人を載せることで，政策決定主体の

長期的な影響下に個人を置く仕組みになっており，この点，個人の努力が報われるかど

うかは政策決定主体の意向に大きく左右されるといえる。その上で，④将来時点におい

て，相手プレイヤーたる政策決定主体が，自らの効用をより高める（もしくは低めな

い）ために（具体的には，世間や職業的団体からの非難やバッシングを避けるため

に），制度的合格確率を操作して場当たり的な合格人数調整を行ったり，監査法人の労

働需要を最優先し，法定の実務経験年数を長短させるなどにより，専門職養成プロセス

にエントリーし「耐えている」個人 i の投資をないがしろにするような事態は十分に

考えられる。

以上①②③④を踏まえると，欧州型システムのもとでは，個人のホールドアップ問題

が起こる余地があるし，むしろ起こりやすい仕組み（①②③）になっているといえる。

すなわち，欧州型は，①②③を内包したシステムであるから，もし④が予見されるので

あれば，個人 i は，そもそも専門職養成プロセスにエントリーしないか，もしくは，

たとえエントリーしたとしても，努力水準 eik を出来るだけ低くする戦略を採用する。

つまり，ホールドアップ問題が生じてしまう。ここで，個人に④を予見させてしまうい

わば「情況証拠」になってしまっているのが，③の仕組みである。つまり，欧州型の大

きな特徴は，「合格前に手厚く育てる」ことであるが，そのことが逆に，（実際はどうあ

れ）個人に④のような予見を誘発させてしまうのである。この意味では，欧州型システ

ムは，「耐えた人を報いる」のではなく「耐えた人に報いない」と個人に思
�

わ
�

れ
�

て
�

し
�

ま
�

う
�

傾向を構造的に有する。ここでのポイントは，実際に報いるか否かではなく，個人
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が，このシステムをどう評価し，かつ，自らの行動をどう事前に変更するかということ

である。

仮説 2：欧州型において陥りやすい帰結：ホールドアップ問題

欧州型においては，制度における①契約の不完備性，②関係特殊性の高

さ，③政策決定主体の個人に対する影響度の高さを前提として，④将来時

点において個人の投資を無効化する政策が採用される可能性が予見される

場合，事前のホールドアップ問題が生じてしまう恐れがある。つまり，欧

州型システムは，実は，（実際はどうあれ）「耐えた人に報いない」システ

ムであると個人に思われやすい傾向を構造的に有する。

Ⅳ−4−3 分析（2）：「後にある合格」がもたらす帰結（その 2）とモラルハザード

上記のように，「後にある合格」タイプである欧州型では，事前のホールドアップ問

題が生じやすい構造を有するといえるが，このような事前のホールドアップ問題を解消

するには，どのようにすればよいだろうか。

ひとつ直感的に思いつくのは，④について，将来時点において個人の投資を無効化す

る政策が採用される可能性を個人に予見させないことである。具体的には，長期的な視

点から，制度的合格確率や法定実務経験年数を安定的に定めることである。ここで，そ

のような長期的方策として，もし仮に，「耐えた人を報いる」という発想から，制度的

合格確率を最大限高める（たとえば 100％）としたら，次にどのようなことが考えてみ

る。

結論的には，ホールドアップ問題は解消されるものの，新たに個人のモラルハザード

が生じてしまう恐れがある。

すなわち，制度的合格確率を最大限高め，100％で安定させるとすると，個人は，努

力しなくてもただ h 年を耐えるだけで職業的会計士になれると考え，努力水準 eik を出

来るだけ低くする戦略をとる。つまり，「エントリーしない」という個人はいなくなる

という意味でのホールドアップ問題は解消されるが，今度は「エントリーする」ものの

努力をしないことが，専門職養成プロセスにおける最適戦略となってしまうというモラ

ルハザードの問題が生じてしまうのである。そして，低い努力水準戦略を採り続ける個

人がそのまま職業的会計士になってしまえば，今度は，職業的会計士の品質水準が社会

的に低下してしまう。

このようにホールドアップ問題の解消策として，制度的合格確率を高値安定させるこ

とは，新たなモラルハザード問題を生じさせてしまう可能性があるという点で，望まし

いとはいえない。
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仮説 3：欧州型において陥りやすい帰結（2）：モラルハザード問題

欧州型におけるホールドアップ問題を解消し，「耐えた人に報いる」た

めに，制度的合格確率を高値安定させる戦略を採用してしまう場合，逆に

個人のモラルハザードという新たな問題を発生させてしまう可能性があ

る。

Ⅳ−5 小括：会計教育制度のジレンマとその解決の方向性

以上，本節では，資格試験制度設計についての各国間の違いに焦点を当て，「先にあ

る合格」タイプのアメリカ型と「後にある合格」タイプの欧州型を，特に，職業的会計

士を目指すかどうかという個人の意思決定問題との関連でモデル化し，簡単な分析を行

った。

分析の結果から，まず，アメリカ型では，制度的合格確率が個人の意思決定にダイレ

クトに影響を与える構造になっていることから，特に制度的合格確率が不安定な場合に

は，個人の曖昧さ回避を誘発しやすい（職業的会計士離れが起こりやすい）ということ

が明らかになった。また，他方，欧州型では，個人を長期間，政策決定主体の影響下に

置く仕組みになっていることから，構造的にホールドアップ問題やモラルハザード問題

が起こりやすいことが明らかになった。よって，もし仮に我々が，アメリカ型を制度と

して用いるか，それとも欧州型を制度として用いるかという社会的選択に立たされると

するならば，このままでは結局どちらを採ったとしても大きな問題を抱えてしまうとい

うジレンマに直面してしまうということが理解できる。

このように考えると，まずアメリカ型を用いる場合には，制度的合格確率を安定化さ

せる政策的ポリシーの提示が必要となる。また，欧州型を用いる際は，ホールドアップ

問題とモラルハザード問題の両方が発生しない，もしくは，両方を緩和しうる適切な対

策を施す必要がある。具体的には，政策決定主体は，（ホールドアップ問題の元凶とな

りやすい制度的合格確率ではなく）法定実務経験年数 h を調整することで個人を過度

に長期間自らの影響下におかないようにしつつ（ホールドアップ問題対策），他方で，

（最後の試験の段階ではなく，そこに至る途中段階の）必要教育期間中に，個人の努力

や能力を用いた何らかのセレクションを定期的に組み込むことが求められる（モラルハ

ザード問題対策）。

そして，このようなジレンマ問題に上手く対処していくために現段階で最も効果的な

ものはなにかが次に問題となるが，結論的には筆者は，アカウンティングスクールを有

効活用することが，この突破口となるものと考えている。たとえば，先に述べたとお

り，アカウンティングスクールと資格試験との接続方法にはいくつかのタイプがある

が，これをバイパスなしで資格試験と直結することで（図表 5の制度設計 F），制度的
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合格確率を安定させることができる（アメリカ型・曖昧さ回避対策）。また，実務経験

とみなすことが出来るような教育内容を取り入れることで，法定実務経験年数にカウン

トし，この年数 h を体系的に引き下げることも出来る（h＝2年）（欧州型・ホールド

アップ問題対策）。更には，アカウンティングスクール在学中に定期的かつ適切なセレ

クションを行う（能力や努力に応じて留年・進級を的確に管理する）ことも容易である

（欧州型・モラルハザード問題対策）。このように，アカウンティングスクールは，あら

ゆる制度に対して，ある程度「軟着陸」することのできる応用力の高い仕組みであると

考えられる。勿論，上記の各種対策のためには，現行のままのアカウンティングスクー

ルでは不十分で，様々な視点からの制度改革が必要となるが，しかしながら，あらゆる

タイプの制度に柔軟な対応が出来，国ごとの違いに関係なく有効な制度運用が出来るな

らば，このアカウンティングスクールは，会計教育制度とグローバルコンバージェンス

問題との関係を考える上でも，ひとつ重要なファクターとなり得るかもしれない。

Ⅴ お わ り に

本稿で得られるインプリケーションは，以下の 3つである。

① グローバルコンバージェンス問題を解き明かすひとつのカギは，実は，会計教育制

度にあること。

② 会計教育のさまざまな制度的違いは，教育タイミングと教育主体との組み合わせを

用いることで，いくつかのカテゴリーに類型化出来ること。またそれらのポートフ

ォリオをどのように戦略的に設計するかが重要であること。

③ 資格試験制度についての各国の違いに注目すると，「先にある合格」タイプのアメ

リカ型は曖昧さ回避問題が，「後にある合格」タイプの欧州型はホールドアップ問

題とモラルハザード問題が，それぞれ生じやすい構造にあること。そしてそのよう

な問題に柔軟に対応するためのひとつのカギとして，アカウンティングスクールが

考えられること。

また，今後の展望は，以下の 4つである。

第 1は，グローバル・コンバージェンス問題との接点という意味で，国際教育基準審

議会（IAESB : International Accounting Education Standards Board）の国際教育基準

（IES : International Education Standards）を分析していく必要性である。すなわち，本稿

では紙面の都合から多くを取り上げなかったが，今後の会計教育制度を考える上では，

IES がどのような体系であり，本稿で分析した全体の地図の中でどのように位置付けら

れるのかを明らかにしていく必要がある。

第 2は，会計教
42

育の中身の問題に踏み込んだ分析の必要性である。本稿では，会計教
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育をひとつの制度として捉え，大きな枠組の中での分析を行ったが，しかしながら，会

計教育の中身が各国ごとにどのような関係にあり，また，どのように全体的に位置付け

られるのかは重要な問題である。この点については，多くの先行
43−47

研究を踏まえつつ，そ

れらを体系化するような研究を行っていきたい。

第 3は，モデル分析の精緻化の必要性である。たとえば，本稿第Ⅳ節で行ったアメリ

カ型と欧州型の対比は，あくまで職業的会計士を目指す個人の意思決定問題という視点

から捉えた部分的なものにすぎないし，そもそもここでのアメリカ型と欧州型というも

のは，会計教育制度の中の資格制度というほんの一部分を捉えたものにすぎないことか

ら，より包括的なモデルを構築し，より説明力の高い分析を行っていく必要がある。な

お，その際は，教育の経済学や教育の社会学，または労働経済学などの知見やモデルを

上手く用いることで，より奥の深い分析が可能となるかもしれない。

第 4は，実証的検証の必要性である。すなわち，モデルによる予測や説明を，実証デ

ータで裏付ける作業も勿論重要であ
48

る。特に，実験研究によれば，モデルによる予測や

説明を，より高い内的妥当性のもとで検証することが出来る。たとえば，本稿第Ⅳ節で

のアメリカ型と欧州型の分析は，経済実験で直接検証することで，モデルの予測が正し

いかどうかデータで裏付ける必要がある。たとえば，アメリカ型については，制度的合

格確率が安定的な場合と不安定な場合とで，曖昧さ回避現象が起こる頻度や割合が変わ

るかどうか，実験で確かめる必要がある。また，欧州型については，どのような条件で

特にホールドアップ問題やモラルハザード問題が生じるか確かめる必要がある。たとえ

ば，制度的合格確率の操作と法定必要教育期間の操作とでは，どちらがよりホールドア

────────────
４２ この点に関連して，そもそも会計教育と会計研究がどのような関係になっているのかを検討することも

重要である。これについては，たとえば，Demski and Zimmerman（2000）などを参照。
４３ たとえば，会計教育の中身については，柴編（2007 ; 2012 ; 2013）の試みが大いに参考になる。
４４ また，会計教育の問題は，教育一般で生じている問題との対比の中で分析することが有効であるかもし

れない。教育一般での問題やその分析については，たとえば，山田編（2009）などを参照。また同時
に，教育心理学的知見も重要である。この点については，たとえば，安藤・鹿毛編（2013）を参照。

４５ 会計教育の中身の分析には，特にフィールドワークやアクションリサーチなどが有用であると考えられ
る。会計教育ではないが，教育一般でのフィールドワークやアクションリサーチについては，秋田・恒
吉・佐藤編（2005）や，矢守（2010），もしくは，山田・井上編（2012）などを参照。

４６ 教育の中身の分析には，教育効果の測定問題が不可欠である。この点については，堤編（2007 ;
2012），坂元・岡本・永野編（2012），永岡・植野・山内編（2012），中原（2012）などを参照。

４７ 教育の中身の問題に関連して言えば，新たな会計教育方法の提示ということも求められるかもしれな
い。そのためには，現在，教育一般で起こっている新たな教育デザインの議論を深めておく必要があ
る。この点については，たとえば，美馬・山内（2005），苅宿・佐伯・高木編（2012 a, b, c），井庭・井
庭研究室（2013），田中・鶴田・橋本・藤村（2012）などを参照。特に，井庭・井庭研究室（2013）
は，近年注目を集めているパターンランゲージによるプレゼンテーションの方法を分析しているが，こ
こから派生して，会計教育のパターンランゲージを構築することが可能となるかもしれない。

４８ 実験以外のアーカイバルデータを用いた実証分析のひとつとして，たとえば，DEA（Developed
Environment Analysis）を用いたアカウンティングスクールの効率性分析およびその国際比較などは面
白いかもしれない。アカウンティングスクールではないが，大学経営の効率性を DEA を用いて検証し
ている研究としては，たとえば，山﨑（2012）を参照。
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ップ問題を引き起こすか（もしくは解消することが出来るか）なども検証する余地があ

るだろう。もしくは，より大きな視野での検証として，もしある個人が，アメリカ型制

度と欧州型制度とを自由に制度選択できるとするならば，どちらのほうがより選択され

るか（選択されないか），という社会的選択実験も可能である。このように実験によれ

ば，実際には検証が難しい社会的選択の問題も，データで検証することが出来るし，上

記アメリカ型・欧州型以外の架空の（理想の）制度を作って，そのパフォーマンスを検

証したり，比較することも出来る。またより大きな視点で，教育制度と会計制度との制

度的補完
49

性を踏まえた実験（たとえば，自国の教育制度選択と会計制度選択とを同時に

意思決定するような問題に直面する政策決定主体が，他国の政策決定主体との相互作用

の中で，どのような振る舞いを見せるか）なども，将来的には取り組むべき課題であ

る。このような実験の強みを活かして，今後，モデルと実験の合わせ技で，現実の問題

のエッセンスを分析していくことにしたい。

〔記〕本研究は，科学研究費補助金若手 A（研究課題番号：24683015）の研究成果の一部である。なお，
本稿執筆においては，匿名の公認会計士の先生方へのヒアリングが有益であった。また，本プロジェク
ト着想に当たっては，水谷覚先生（帝塚山大学）とのディスカッションが有益であった。記して御礼申
し上げたい。
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